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一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
都
道
府
県
社
会
的
養
育
推
進
計
画
の
策
定
要
領
」
（
平
成
三
十
年
七
月
六
日
付
け
子
発
〇
七
〇

六
第
一
号
厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
長
通
知
別
添
）
に
お
い
て
、
「
計
画
策
定
は
、
幅
広
い
関
係
者
の
参
画
の
下
に
行
う

こ
と
」
、
「
保
護
が
必
要
な
子
ど
も
の
行
き
場
が
な
く
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
十
分
な
受
け
皿
を
確
保
す
る
こ
と
」
等
を

各
都
道
府
県
等
に
通
知
し
、
同
通
知
を
踏
ま
え
た
「
児
童
養
護
施
設
・
乳
児
院
の
各
施
設
の
推
進
計
画
の
策
定
に
関
す
る
留

意
事
項
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
八
日
付
け
厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
家
庭
福
祉
課
事
務
連
絡
別
添
）

に
お
い
て
、
「
必
要
と
な
る
施
設
養
育
の
受
け
皿
を
確
保
し
、
保
護
が
必
要
な
子
ど
も
の
行
き
場
が
な
く
な
る
こ
と
が
な
い

よ
う
、
各
施
設
と
も
十
分
調
整
い
た
だ
き
た
い
」
旨
を
各
都
道
府
県
等
に
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
高
機
能
化
や
多
機
能
化
等
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
児
童
虐

待
防
止
対
策
の
抜
本
的
強
化
に
つ
い
て
」
（
平
成
三
十
一
年
三
月
十
九
日
児
童
虐
待
防
止
対
策
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
決

一



定
）
に
お
い
て
、
「
里
親
の
開
拓
に
向
け
、
幅
広
い
団
体
の
協
力
を
得
て
、
よ
り
一
層
の
制
度
の
周
知
・
広
報
に
取
り
組

む
」
、
「
児
童
養
護
施
設
等
の
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
を
更
に
推
進
す
る
た
め
、
支
援
の
拡
充
を
図
る
」
等
と
し
て
お

り
、
こ
れ
に
沿
っ
て
社
会
的
養
育
を
迅
速
か
つ
強
力
に
推
進
し
て
い
く
。

二


